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「日本再興戦略」改訂2015 より関係部分のみ抜粋

「日本再興戦略」改訂2015―未来への投資・生産性革命―(平成27年６月30日閣議決定)

第一 総論

Ⅱ．改訂戦略における鍵となる施策

２．ローカル・アベノミクスの推進

（３）農林水産業、医療、介護、観光産業の基幹産業化

農林水産業や医療・介護、観光産業は地域に密着した産業であると同時に、地域における

雇用を支える産業でもある。「稼ぐ力」を強化し、一人でも多くの人に働く場を提供する地域の

基幹産業へと脱却させていかなければならない。

i）農林水産業における「攻めの経営」の確立

このところ農林水産業への新規参入者は目に見えて増加しており、食品加工や流通販売

等と組み合わせた６次産業化の進展もあって、付加価値の高い新しい産業へと変わりつつあ

る。

こうした流れを加速し、成長産業に飛躍させるためには、米の生産調整の見直しに向けた

取組の実施をはじめ、これまで取り組んできた農政改革を更に進めていくことが必要である。

重要なことは、個々の事業者が「経営マインド」を持つことである。自らの強みを徹底的に磨

き上げ、時には、他の事業者等とも連携しつつ、勇気を持って市場の開拓に挑戦する、そうし

た意欲ある取組が求められている。

（略）

こうした取組に合わせ、輸出促進について今後の「伸びしろ」が大きいと見込まれる国・品

目に重点的に取り組み、2020年の輸出額１兆円目標の前倒し達成を目指して、成長産業へ

と脱皮させていく。

＜鍵となる施策＞

① 農林水産業の経営力の強化に向けた支援体制の整備

② 農地集積・集約化に向けた取組の加速

③ 農林水産物・食品の輸出促進

Ⅳ．改訂戦略の主要施策例

２．ローカル・アベノミクスの推進

（３）農林水産業・医療・介護、観光産業の基幹産業化

i）農林水産業における「攻めの経営」の確立

〇農林水産物・食品の輸出促進

・米や牛肉など、今後の「伸びしろ」が大きいと見込まれる品目の輸出促進に重点的に取り

組み、「2020年１兆円」という輸出目標の前倒し達成を目指す。



第二 ３つのアクションプラン

二．戦略市場創造プラン

テーマ４：世界を惹きつける地域資源で稼ぐ地域社会の実現

テーマ４－① 世界に冠たる高品質な農林水産物・食品を生み出す豊かな農山漁村社会

（１）KPIの主な進捗状況

《KPI》「2020年に農林水産物・食品の輸出額を１兆円（現状（2012年）約4,500億円）とする。」

2012年：4,497億円 ⇒ 2014年：6,117億円

（２）施策の主な進捗状況

（輸出を促進）

・ジャパン・ブランドを推進するため、コメ・コメ加工品や牛肉等７つの品目別輸出団体

を昨年度から本年度にかけて順次整備した。また、水産庁による水産加工場のEU

向けHACCP認定業務を昨年10月より開始した。

（３）新たに講ずべき具体的施策

iii）輸出の促進等

①ジャパン・ブランドの推進

・オールジャパンの輸出促進の司令塔である輸出戦略実行委員会で輸出拡大方針を

策定し、品目別輸出団体、独立行政法人日本貿易振興機構（JETRO）等を通じてジ

ャパン・ブランドとして輸出を一層促進し、潜在的な需要が大きいと考えられる米や、

差別化しやすい牛肉など、今後の「伸びしろ」が大きいと見込まれる品目に重点的に

取り組み、2020 年の農林水産物・食品の輸出額１兆円目標を前倒しして実現するこ

とを目指す。

・2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会等を活用し、日本食と日本産酒類を

効果的に連携させた海外展開を推進するとともに、地理的表示保護制度（GI マーク

等）を活用して地域特産品の輸出を促進する。

②輸出の環境整備

・成田をはじめ国際空港近辺の卸売市場における証明書交付、検疫等輸出手続のワ

ンストップサービス化等を進め、輸出モデル地区として農林水産物の輸出拠点の整

備を図る。

・我が国農産物の食品安全性の向上や食産業の競争力強化のため、国際的な規格づ

くりとして、我が国発の輸出用GAPについて本年度中に規格を策定し、2017年度に

規格の承認申請を行うとともに、HACCPをベースとする食品安全管理に関する規格

や認証の仕組みの構築を本年度中に官民連携で目指す。食産業の海外展開を推

進するため、新たに先進国も含む幅広い地域を対象にフードバリューチェーンの構

築を図る。

・輸出先国の規制など輸出促進の阻害要因となっている課題を洗い出し、改善に向け

た対応状況を明らかにした農林水産物・食品輸出環境課題レポートを毎年作成し、

課題解決に向けた取組を優先順位を付けながら計画的に推進する。また、疾病発

生時でも畜産物輸出を継続できる体制を構築する。

iv)林業・水産業の成長産業化

②水産業の成長産業化

（略）

・ 水産加工場のEU向けHACCP認定、漁港の衛生管理による水産物輸出拡大や流通

促進を図る。違法漁業対策にも資するトレーサビリティの導入に向けたガイドライン

を2017年度までに策定する。


